
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

〇

〇

¾

省

令

別
表
第
３
（
事
業
用
自
動
車
等
の
定
期
点
検
基
準
）（
第
二
条
関
係
）

点
検
時
期

点
検
箇
所

３
月
ご
と

かじ取り装置

ハ
ン
ド
ル

操
作
具
合

ギ
ヤ
・
ボ
ッ
ク
ス

１
油
漏
れ

２
取
付
け
の
緩
み

ロ
ッ
ド
及
び
ア
ー
ム
類
（
※
２
）
緩
み
、
が
た
及
び
損
傷

ボ
ー
ル
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
の
ダ
ス

ト
・
ブ
ー
ツ
の
亀 き

裂
及
び
損
傷

ナ
ッ
ク
ル

（
※
２
）
連
結
部
の
が
た

か
じ
取
り
車
輪

ホ
イ
ー
ル
・
ア
ラ
イ
メ
ン
ト

パ
ワ
ー
・
ス
テ
ア
リ
ン

グ
装
置

１
ベ
ル
ト
の
緩
み
及
び
損
傷

（
※
２
）
２
油
漏
れ
及
び
油
量

取
付
け
の
緩
み

12
月
ご
と

３
月
ご
と
の
点
検
に
次
の
点
検

を
加
え
た
も
の

¦ª¨

«¯−

ブ
レ
ー
キ
・
ペ
ダ
ル

１
遊
び
及
び
踏
み
込
ん
だ
と
き
の

床
板
と
の
す
き
間

２
ブ
レ
ー
キ
の
き
き
具
合

駐
車
ブ
レ
ー
キ
機
構

１
引
き
し
ろ

２
ブ
レ
ー
キ
の
き
き
具
合

目
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〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
運
輸
四
六
）

J

〇
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
四
七
）

N

〔
告

示
〕

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
三
四
五
〜
一
三
六
六
）

Q

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
同
一
三
六
七
、
一
三
六
八
）

J
N

〇
保
安
施
設
地
区
の
指
定
を
す
る
件

（
同
一
三
六
九
、
一
三
七
〇
）

〇
財
団
法
人
テ
レ
コ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
が
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
し

た
件
（
郵
政
七
五
九
）

J
O

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

公
示
催
告
、
除
権
判
決
、
破
産
、
免
責
関

係

K
P

特
殊
法
人
等

通
信
・
放
送
機
構
入
札
、
日
本
商
工
会
議

所
平
成
十
事
業
年
度
決
算
等
関
係

J
N
O

会
社
そ
の
他

J
N
P

会
社
決
算
公
告

J
O
I

〇
運
輸
省
令
第
四
十
六
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
十
月
二
十
七
日

運
輸
大
臣

二
階

俊
博

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
見
出
し
を「（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
自
家
用
自
動

車
）」に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
六
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
自
家
用
自
動
車
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の

う
ち
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
並
び
に
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
を
除
い
た
も
の

と
す
る
。

（
自
動
車
点
検
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
点
検
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動
車
を
含

む
。）」
を
加
え
、
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
へ
を
ホ
と
し
、
ト
を
へ
と
す
る
。

別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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